
 
 

 

第１０回 
峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町 

合 併 協 議 会 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  日 時 ： 平成１５年４月１８日（金） 
     午後１時３０分から 

    場 所 ： 丹後町 中央公民館 
  
 
 



次  第 
 
１ 開会宣言   
 
２ 議 事 
 

（１） 協議事項 
 

・協議第１号  １８    町の慣行の取扱いに関すること 
 
・協議第２号  １９－３  男女共同参画の取扱い 
 
・協議第３号  １９－５  広聴広報の取扱い 
 
・協議第４号  １９－８  姉妹都市等の取扱い 
 
・協議第５号  １９－９  電算システムの取扱い 
 
・協議第６号  ２１－１  定住促進事業の取扱い 
 
・協議第７号  ２１－５  表彰の取扱い 
 
・協議第８号  ２１－８  指定統計事務の取扱い 
 
・協議第９号  １９－１７ 介護保険の取扱い 
 
・協議第１０号 １９－２２ 社会教育の取扱い 
 
・協議第１１号 ２１－１６ 戸籍、住民登録事務の取扱い 
 
＜追加提案＞ 
・協議第１２号 １５    公共的団体の取扱いに関すること 

 
（３）その他 

 
・第９回合併協議会の会議録について 
 
・第１１回協議会の日程及び議題（案）について 
    
  □日 程    
   （日 時）平成１５年５月２８日（水）午後１時３０分から 
   （場 所）弥栄町 公民館 
   
  □議 題（案） 
   ・主な協議事項 
      

３ 閉 会 



 
 協議第１号 
 
 
 
 

１８ 町の慣行の取扱いに関すること 
 
 
 

 上記のことについて、別紙のとおり協議する。 
 
 
 
 
 
平成１５年４月１８日提出 

 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 
会長 岡 六右衛門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 １８ 町の慣行の取扱いに関すること 小委員会名 総務・企画・議会小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

 

１ 

１ 町章 １ 町章 合併前までに調整の上、新市に移行する。  

平成１５年 ２月 ５日 

 

平成  年  月  日 

 

２ 

２ 憲章 １ 町民憲章 新市に移行後、調整する。  

平成１５年 ２月 ５日 

 

平成  年  月  日 

 

３ 

３ 宣言 １ 平和都市・自治体宣言 新市に移行後、調整する。  

平成１５年 ２月 ５日 

 

平成  年  月  日 

 

４ 

 ２ 交通安全関連宣言 新市に移行後、調整する。  

平成１５年 ２月 ５日 

 

平成  年  月  日 

 

５ 

 ３ シートベルト着用推進都市宣言 新市に移行後、調整する。  

平成１５年 ２月 ５日 

 

平成  年  月  日 

 

６ 

 ４ 森林宣言 新市に移行後、調整する。  

平成１５年 ２月 ５日 

 

平成  年  月  日 

 

７ 

 ５ “きれいな町”宣言 新市に移行後、調整する。  

平成１５年 ２月 ５日 

 

平成  年  月  日 

 

８ 

 ６ “人権擁護のまち”宣言 新市に移行後、調整する。  

平成１５年 ２月 ５日 

 

平成  年  月  日 

 

９ 

 ７ “より高い健康をめざす町”宣言 新市に移行後、調整する。  

平成１５年 ２月 ５日 

 

平成  年  月  日 

 

１０ 

 ８ “振替納税の町”宣言 新市に移行後、調整する。  

平成１５年 ２月 ５日 

 

平成  年  月  日 

 

１１ 

４ 町の木、花、歌、キャラ

クター、キャッチフレーズ 

１ 木 新市に移行後、調整する。  

平成１５年 ２月 ５日 

 

平成  年  月  日 

 

１２ 

 ２ 花 新市に移行後、調整する。  

平成１５年 ２月 ５日 

 

平成  年  月  日 

 

１３ 

 ３ 歌 新市に移行後、調整する。  

平成１５年 ２月 ５日 

 

平成  年  月  日 

 

１４ 

 ４ キャラクター 新市に移行後、調整する。  

平成１５年 ２月 ５日 

 

平成  年  月  日 

 

１５ 

 ５ キャッチフレーズ 新市に移行後、調整する。  

平成１５年 ２月 ５日 

 

平成  年  月  日 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

      

 

 

     

 

以  下  余  白 



 
 協議第２号 
 
 
 
 

１９－３ 男女共同参画の取扱い 
 
 
 

 上記のことについて、別紙のとおり協議する。 
 
 
 
 
 
平成１５年４月１８日提出 

 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 
会長 岡 六右衛門 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 １９－３ 男女共同参画の取扱い 小委員会名 総務・企画・議会小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

 

１ 

１ 男女共同参画 １ 男女共同参画 男女共同参画のための行動計画を策定するなど、新市において調整する。  

平成１４年 ７月１５日 

 

平成  年  月  日 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

     

 

以  下  余  白 



 
 協議第３号 
 
 
 
 

１９－５ 広聴広報の取扱い 
 
 
 

 上記のことについて、別紙のとおり協議する。 
 
 
 
 
 
平成１５年４月１８日提出 

 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 
会長 岡 六右衛門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 １９－５ 広聴広報の取扱い 小委員会名 総務・企画・議会小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

 

１ 

１ 広報誌 

 １ 広報紙 

１ 名称 

２ 発行期日 

３ 仕様 

４ 発行部数 

毎月発行とし、名称、発行期日、仕様、発行部数については、調整のうえ新市に移行する。  

平成１４年 ７月１５日 

 

平成  年  月  日 

 

２ 

 ５ 作成方法 紙面の内容について多用に活用できる利点があるため、ＤＴＰにて作成することに一元化し、

新市に継承する。 
 

平成１４年 ７月１５日 

 

平成  年  月  日 
 

３ 

 ６ 配布方法 配布方法、配布時期については合併時に調整する。特に、配布方法については、区長配布・新

聞折込等が考えられるが、隣組未加入者や新聞未購読者など、どの配布方法を選択しても未配

布者の発生が予想されるため、配布希望者には別途配布方法を検討する。また、市内の各世帯、

各関係機関へは無料とする。市外の個人・業者などについては合併時に調整する。 

 

平成１４年 ７月１５日 

 

平成  年  月  日 

 

４ 

 ７ 印刷業者 

８ 業者選定基準 

業者選定は、見積金額、業者の能力などを考慮し合併時に調整する。  

平成１４年 ７月１５日 

 

平成  年  月  日 
 

５ 

 ９ 経費 財政的な見地からも、掲載内容やページ数などについては年間計画をたてて発行できるよう、

新市において調整する。 
 

平成１４年 ７月１５日 
 

平成  年  月  日 
 

６ 

 10 ホームページへの掲載 

  

ホームページに掲載する。形式については、新市で調整する。  

平成１４年 ７月１５日 

 

平成  年  月  日 
 

７ 

 11 担当者数 情報収集を行うにあたり、広報委員会などの組織づくりを合併時に調整する。  

平成１４年 ７月１５日 
 

平成  年  月  日 
 

８ 

 12 保存方法 新市の文書規規程に基づき、新市においてその保存について調整する。  

平成１４年 ７月１５日 

 

平成  年  月  日 
 

９ 

 13 掲載内容 新市において調整する。  

平成１４年 ７月１５日 
 

平成  年  月  日 
 

１０ 

 

 ２ お知らせ版 

１ 名称 

２ 発行期日 

３ 仕様 

４ 発行部数 

毎月２回発行とし、名称、発行期日、仕様、発行部数については合併時に調整する。  

平成１４年 ７月１５日 
 

平成  年  月  日 

 

１１ 

 ５ 作成方法 紙面の内容について多用に活用できる利点があるため、ＤＴＰにて作成することに一元化し、

新市に継承する。 

 

平成１４年 ７月１５日 
 

平成  年  月  日 
 

１２ 

 ６ 配布方法 配布方法、配布時期については合併時に調整する。特に、配布方法については、区長配布・新

聞折込等が考えられるが、隣組未加入者や新聞未購読者など、どの配布方法を選択しても未配

布者の発生が予想されるため、配布希望者には別途配布方法を検討する。また、市内の各世帯、

各関係機関へは無料とする。市外の個人・業者などについては合併時に調整する。 

 

平成１４年 ７月１５日 
 

平成  年  月  日 

 

１３ 

 ７ 印刷業者 

８ 業者選定基準 

庁舎内印刷は、印刷枚数が莫大になることから対応が難しいので、業者委託が望ましい。業者

選定は、見積金額、業者の能力などを考慮し合併時に調整する。 

 

平成１４年 ７月１５日 
 

平成  年  月  日 
 

１４ 

 ９ 経費 財政的な見地からも、掲載内容やページ数などについては年間計画をたてて発行できるよう、

新市において調整する。 
 

平成１４年 ７月１５日 
 

平成  年  月  日 
 

１５ 

 10 ホームページへの掲載 

  

ホームページに掲載する。形式については、新市で調整する。  

平成１４年 ７月１５日 
 

平成  年  月  日 
 

１６ 

 11 担当者数 情報収集を行うにあたり、広報委員会などの組織づくりを合併時に調整する。  

平成１４年 ７月１５日 
 

平成  年  月  日 
1 

 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 １９－５ 広聴広報の取扱い 小委員会名 総務・企画・議会小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

 

１７ 

 12 掲載内容 広域版と地域版を作成するなど、新市において調整する。  

平成１４年 ７月１５日 
 

平成  年  月  日 
 

１８ 

２ 町勢要覧 １ 発行周期 周期的（５年周期が適当）な発行とし、合併後速やかに発行できるよう調整に努める。  

平成１４年 ７月１５日 
 

平成  年  月  日 
 

１９ 

 ２ 仕様 

３ 発行部数 

４ 作成方法 

５ 配布方法 

仕様、発行部数、作成・配布方法は合併時に調整する。  

平成１４年 ７月１５日 
 

平成  年  月  日 

 

２０ 

 ６ 印刷業者 

７ 業者選定基準 

業者選定は、原則競争入札とするが、金額や能力なども考慮し、合併時に調整する。  

平成１４年 ７月１５日 
 

平成  年  月  日 
 

２１ 

 ８ 経費 売価は新市で調整する。  

平成１４年 ７月１５日 
 

平成  年  月  日 
 

２２ 

３ ホームページ １ ホームページ 地域住民に限らずあらゆる地域を視野に入れながら、チラシや行事予定、広報誌、お知らせ版

など、行政が行う事務事業をホームページに掲載し、広く住民の目に触れることができるよう、

合併と同時期に新市のホームページを立ち上げる。 

 

平成１４年 ７月１５日 
 

平成  年  月  日 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

     

2 

 

以  下  余  白 



 
 協議第４号 
 
 
 
 

１９－８ 姉妹都市等の取扱い 
 
 
 

 上記のことについて、別紙のとおり協議する。 
 
 
 
 
 
平成１５年４月１８日提出 

 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 
会長 岡 六右衛門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 １９－８ 姉妹都市等の取扱い 小委員会名 総務・企画・議会小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

 

１ 

１ 国内交流 １ 地域間交流 峰山町（羽衣交流サミット）、大宮町（全国小野小町サミット）、網野町（東経135度線上市

町村交流協議会、日本の渚全国協議会、うらしま伝説交流サミット、日本海にぎわい交流海道

ネットワーク、鳴き砂（鳴り砂）ネットワーク）、久美浜町（東経 135 度線上市町村交流協議

会）が実施している地域間交流は、新市移行後も継続する。特に、伝説・伝承による交流は、

行政中心で行うより、住民レベルで行うことが望ましいことから、引き続き支援を行う。 
大宮町（三重県大宮町との同名町交流）、丹後町（摂津市（大阪市）との交流、全国伝統地

名（旧国名）市町村連絡会議）及び弥栄町（国道も鉄道もない市町村全国連絡会議）が実施し

ている地域間交流は、合併時までに相手方の意向を確認して調整を図る。 

 

平成１５年 ２月 ５日 

 

平成  年  月  日 

 

２ 

 ２ 友好町 現在、友好提携している丹後町と木津町については、合併時までに相手方の意向を確認し、存

続の方向で調整を図る。 

 

平成１５年 ２月 ５日 

 

平成  年  月  日 

 

３ 

 ３ ふるさと会員 合併時に廃止し、新市に移行後検討する。  

平成１５年 ２月 ５日 

 

平成  年  月  日 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

     

 
 

以  下  余  白 



 
 協議第５号 
 
 
 
 

１９－９ 電算システムの取扱い 
 
 
 

 上記のことについて、別紙のとおり協議する。 
 
 
 
 
 
平成１５年４月１８日提出 

 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 
会長 岡 六右衛門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 １９－９ 電算システムの取扱いに関すること 小委員会名 総務・企画・議会小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

 

１ 

 

１ 行政情報システム 

 

１ 住民情報システム 

住民情報システムについては、現在６町が使用しているＴＲＹ－Ｘをそのまま継続して使用

することとする。 

 住民生活に直接関係する住民記録及び、税、各種資格管理等の業務については、合併までに

システムの一体化を図るとともに、新しい自治体規模に適合した仕様への改善を行い、円滑に

サービスが提供できるよう、万全の準備を行う。また、サブシステムにおいては、各業務の調

整に沿って仕様の改善を行うとともに、必要となるシステムを採用するものとする。 

 

平成１４年 ８月１２日 

 

平成  年  月  日 

 

２ 

 

１ 行政情報システム 

 

２ 財務情報システム 

 

 町村会財務会計システムを改修し、新市に移行する。 

 

平成１４年 ８月１２日 

 

平成  年  月  日 

 

３ 

 

２ 行政情報インフラの状況 

 

１ ネットワークの整備状況 

庁内ＬＡＮについては、基本的には現行のまま新市へ移行することとするが、新市における

組織･事務機構に併せた調整を行う。 

 また、外部施設との接続については、基本的に現行のまま新市へ移行し、今後の地域イント

ラ等のネットワーク整備に沿って改善を図る。 

 

平成１４年 ８月１２日 

 

平成  年  月  日 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

以 下 余 白 



 
 協議第６号 
 
 
 
 

２１－１ 定住促進事業の取扱い 
 
 
 

 上記のことについて、別紙のとおり協議する。 
 
 
 
 
 
平成１５年４月１８日提出 

 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 
会長 岡 六右衛門 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 ２１－１ 定住促進事業の取扱い 小委員会名 総務・企画・議会小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

 

１ 

１ 定住促進対策 １ 情報提供事業 現行のまま新市に継承し、新市において全域を対象とした事業推進を図る。 

 

 

平成１５年 ２月２０日 

 

平成  年  月  日 

 

２ 

 ２ 支援・給付事業 合併時に一旦廃止するが、新市において総合的な視点から検討する。 

ただし、すでに助成金の交付の決定を受け、合併時点で助成期限が満了していない者について

は、その残存期間においては引き続き助成する。 

 

平成１５年 ２月２０日 

 

平成  年  月  日 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

     

 

以  下  余  白 



 
 協議第７号 
 
 
 
 

２１－５ 表彰の取扱い 
 
 
 

 上記のことについて、別紙のとおり協議する。 
 
 
 
 
 
平成１５年４月１８日提出 

 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 
会長 岡 六右衛門 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 ２１－５ 表彰の取扱い 小委員会名 総務・企画・議会小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

 

１ 

１ 表彰 １ 功労表彰等 各町においてすでにその功績をたたえ、称号を贈られている表彰者は新市に引継ぎ、新市の

礼遇条件に基づきこれを行う。 

 また新市における名誉市民、表彰制度については、新市移行後、現行の各町の基準をもとに

調整する。 

 

平成１５年 ３月１９日 

 

平成  年  月  日 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

     

 

以  下  余  白 



 
 協議第８号 
 
 
 
 

２１－８ 指定統計事務の取扱い 
 
 
 

 上記のことについて、別紙のとおり協議する。 
 
 
 
 
 
平成１５年４月１８日提出 

 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 
会長 岡 六右衛門 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 ２１－８ 指定統計事務の取扱い 小委員会名 総務・企画・議会小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

 

１ 

１ 指定統計調査 １ 指定統計調査 現行のまま、新市へ継承する。  

平成１４年 ８月１２日 

 

平成  年  月  日 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

     

 

以  下  余  白 



 
 協議第９号 
 
 
 
 

１９－１７ 介護保険の取扱い 
 
 
 

 上記のことについて、別紙のとおり協議する。 
 
 
 
 
 
平成１５年４月１８日提出 

 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 
会長 岡 六右衛門 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 19-17 介護保険の取扱い 小委員会名 住民・福祉・教育小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

 

１ 

１ 介護保険料 1 １号被保険者の保険料基準額 一元化に調整の上、新市に移行する。 

平成１６・１７年度の保険料は、合併時に事業計画を策定し、算定する。 

 

平成１４年１０月１０日 

 

平成  年  月  日 

 

２ 

 2 保険料賦課・徴収 

 

一元化に調整の上、新市に移行する。 

賦課・徴収とも担当課で行う。 

 

平成１４年１０月１０日 

 

平成  年  月  日 

 

３ 

 3 減免・徴収猶予処理 一元化に調整の上、新市に移行する。 

峰山町の例により、統一する。 

 

平成１４年１０月１０日 

 

平成  年  月  日 

 

４ 

 4 仮徴収額 一元化に調整の上、新市に移行する。 

発行する。 

 

平成１４年１０月１０日 

 

平成  年  月  日 

 

５ 

 5 過誤納管理還付手続 峰山町の例により統一する。  

平成１４年１０月１０日 

 

平成  年  月  日 

 

６ 

 6 各通知書の発行 現行のまま、新市に継承する。  

平成１４年１０月１０日 

 

平成  年  月  日 

 

７ 

２ 資格管理 

 

1 システム管理 一元化に調整の上、新市に継承する。 

 新システムの構築に必要な準備をする。 

 

平成１４年 ７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

８ 

 2 資格取得・喪失管理 現行のまま、新市に継承する。 

 

 

平成１４年 ７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

９ 

 3 住民異動管理 現行のまま、新市に継承する。  

平成１４年 ７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

１０ 

 4 受給資格証明書 現行のまま、新市に継承する。  

平成１４年 ７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

１１ 

 5 被保険者証交付・回収管理 現行のまま、新市に継承する。  

平成１４年 ７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

１２ 

 6 住所地特例者管理 現行のまま、新市に継承する。  

平成１４年 ７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

１３ 

 7 適用除外者管理 現行のまま、新市に継承する。  

平成１４年 ７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

１４ 

３ 受給者管理 1 認定等記録管理 現行のまま、新市に継承する。  

平成１４年１０月１０日 

 

平成  年  月  日 

 

１５ 

 2 認定調査 原則として職員が行い、遠隔地のみ委託する。調査用紙はマークシートに統一する。  

平成１４年１０月１０日 

 

平成  年  月  日 

 

１６ 

 3 主治医意見書 回収方法については郵送を基本とする。  

平成１４年１０月１０日 

 

平成  年  月  日 

 

１７ 

 4 資格者証 現行のまま、新市に継承する。  

平成１４年１０月１０日 

 

平成  年  月  日 

 

１８ 

 5 利用者負担減免 現行のまま、新市に継承する。  

平成１４年１０月１０日 

 

平成  年  月  日 

 

１９ 

 6 利用者負担減免（法人減免） 網野町の例により、統一する。  

平成１４年１０月１０日 

 

平成  年  月  日 

 

２０ 

 7 旧措置者の特定標準負担額 現行のまま、新市に継承する。  

平成１４年１０月１０日 

 

平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 19-17 介護保険の取扱い 小委員会名 住民・福祉・教育小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

 

２１ 

 8 標準負担額減額 現行のまま、新市に継承する。  

平成１４年１０月１０日 

 

平成  年  月  日 

 

２２ 

４ 給付実績管理 1 居宅サービス計画管理 峰山町の例により、統一する。  

平成１４年 ７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

２３ 

 2 現物給付実績管理 現行のまま、新市に継承する。  

平成１４年 ７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

２４ 

 3 償還払い給付管理 現行のまま、新市に継承する。  

平成１４年 ７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

２５ 

 4 高額介護サービス費支給管理 国保連へ委託する方向で調整する。  

平成１４年 ７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

２６ 

 5 受領委任払い 現行のまま、新市に継承する。  

平成１４年 ７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

２７ 

５ 苦情処理 1 苦情処理 現行のまま、新市に継承する。  

平成１４年 ７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

２８ 

６ 介護認定審査会 1 介護認定審査会の運営方法 新市においては独自に審査会を設置する。  

平成１４年 ７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

２９ 

７ 介護保険事業計画及び老

人福祉計画 

1 策定委員会 新市において新規に策定委員会を設置する。  

平成１４年 ７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

３０ 

 2 運営委員会 新市において新規に運営委員会を設置する。  

平成１４年 ７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

３１ 

 3 利用者意向調査 現行のまま、新市に移行する。  

平成１４年 ７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

３２ 

８ 介護給付費準備基金 

 

1 平成12年度基金積立額 現行のまま、新市に移行する。  

平成１４年 ７月１１日 

 

平成  年  月  日 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

以  下  余  白 



 
 協議第１０号 
 
 
 
 

１９－２２ 社会教育の取扱い 
 
 
 

 上記のことについて、別紙のとおり協議する。 
 
 
 
 
 
平成１５年４月１８日提出 

 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 
会長 岡 六右衛門 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 小委員会名 住民・福祉・教育小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

 

１ 

１ 社会教育関係委員・関係

職員の状況 

１ 社会教育関係委員の状況 

 ①社会教育委員 

一元化に調整の上、新市に移行する。 

 社会教育法に基づき、新市に委員を設置する。任期は２年とし、定数は新市で定める。なお、

報酬については、別途協議する。 

 

平成１４年 ７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

２ 

１ 社会教育関係委員・関係

職員の状況 

１ 社会教育関係委員の状況 

 ②公民館運営審議会委員 

廃止の方向で調整する。 

 公民館運営審議会委員の任務は社会教育委員の任務の中に含める。 

 

平成１４年 ７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

３ 

１ 社会教育関係委員・関係

職員の状況 

１ 社会教育関係委員の状況 

 ③文化財保護審議会委員 

一元化に調整の上、新市に移行する。 

 文化財保護法に基づき、新市に委員を設置する。任期は２年とし、定数は新市で定める。な

お、報酬については、別途協議する。 

 

平成１４年 ７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

４ 

１ 社会教育関係委員・関係

職員の状況 

１ 社会教育関係委員の状況 

 ④体育指導員 

一元化に調整の上、新市に移行する。 

 スポーツ振興法に基づき、新市に委員を設置する。任期は２年とし、定数は新市で定める。

なお、報酬については、別途協議する。 

 なお、住民の健康・体力づくりと生涯スポーツの普及を図るため、住民の身近な場での活動

機会を確保できる指導体制を確立する必要がある。 

 

 

平成１４年 ７月１１日 

 

 

平成  年  月  日 

 

５ 

１ 社会教育関係委員・関係

職員の状況 

１ 社会教育関係委員の状況 

 ⑤スポーツ振興審議会委員 

一元化に調整の上、新市に移行する。 

 スポーツ振興法に基づき、新市に委員を設置する。任期は２年とし、定数は新市で定める。

なお、報酬については、別途協議する。 

 

平成１４年 ７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

６ 

１ 社会教育関係委員・関係

職員の状況 

２ 社会教育関係職員の状況 

 ①社会教育指導員 

現行のまま、新市に継承する。 

 当面は、各町の社会教育の現状と課題に基づいた社会教育を推進する体制を確保するため、

各町の実態に即した現行の体制を継続する。 

ただし、報酬及び勤務条件等、別途協議が必要である。 

 

平成１４年 ７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

７ 

１ 社会教育関係委員・関係

職員の状況 

２ 社会教育関係職員の状況 

 ②人権教育指導員 

廃止の方向で調整する。 

 社会教育全般に従事する社会教育指導員の分掌に人権教育を位置付けることにより、人権教

育指導員という職名を無くする。 

 

平成１４年 ７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

８ 

１ 社会教育関係委員・関係

職員の状況 

２ 社会教育関係職員の状況 

 ③公民館長、公民館主事 

現行のまま、新市に継承する。 

 当面は、各町の社会教育の現状と課題に基づいた社会教育事業を推進する体制を確保するた

め、各町の実態に即した現行の体制を継続する。 

ただし、抜本的な推進体制の整備とあわせて公民館職員の報酬及び勤務条件等の整備を行う。

 

平成１５年 ４月１０日 

 

平成  年  月  日 

 

９ 

１ 社会教育関係委員・関係

職員の状況 

２ 社会教育関係職員の状況 

 ④図書館長等 

新市に移行後、調整する。 

 図書館活動は、住民の自主的かつ自発的な学習活動である。このため、住民の身近な場での

学習を保障するため、公民館と一体化した推進体制を整備していく。 

 

平成１５年 ４月１０日 

 

平成  年  月  日 

 

１０ 

２ 社会教育施設の状況 １ 公民館  公民館は、社会教育計画に基づき、具体的な事業を立案し実践する重要な社会教育施設であ

る。住民の身近な学習や交流を促進する拠点施設として、現行のまま新市に継承する。 

 

平成１５年 ４月１０日 

 

平成  年  月  日 

 

１１ 

２ 社会教育施設の状況 ２ 図書館（図書室） 図書館は、住民の主体的な学習を支援する重要な社会教育施設である。このため、住民の学

習機会を保障するため、各町の図書館を整備・充実し、住民の身近な場での学習を保障するた

めの条件整備を行うとともに、峰山町立図書館及びあみの図書館を中央図書館的な位置づけに

して、ネットワーク体制を確立する必要がある。 

 

平成１４年 ９月１２日 

 

平成  年  月  日 

 

１２ 

２ 社会教育施設の状況 ３ 資料館 資料館は、文化財及び郷土資料の保護・保存と活用を進めるために重要な社会教育施設であ

る。住民に公開し情報が提供できる施設の整備と機能の充実を図るため、新市に引継ぎ６町の

貴重な資料を集積する。 

 

平成１５年 ２月 ７日 

 

平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取り扱い 小委員会名 住民・福祉・教育小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

 

１３ 

３ 社会教育関係団体の状況 １ 社会教育関係団体 新市に移行後、調整する。 

 当面は、各町の課題にあった独自の活動を保障する。同時に、連絡協議会等の組織化を進め、

連絡調整及び連携による総合的な振興を図る。 

 

平成１５年 ２月 ７日 

 

平成  年  月  日 

 

１４ 

４ 社会教育事業に関するこ 

 と 

１ 社会教育事業 現行のまま、新市に継承する。 

 新市において「社会教育推進の重点」を作成し、社会教育事業を実施する。 

 

平成１４年１０月１０日 

 

平成  年  月  日 

 

１５ 

４ 社会教育事業に関するこ 

 と 

２ 成人式 

 

新市に移行と同時に調整して、一元化の方向で実施する。  

平成１４年１０月１０日 

 

平成  年  月  日 

 

１６ 

５ 文化財に関すること １ 指定文化財 現行のまま、新市に継承する。 

新市において｢社会教育推進の重点｣を作成し、文化財の保護と活用を推進する。 

 

平成１４年１１月 ７日 

 

平成  年  月  日 

 

１７ 

５ 文化財に関すること ２ 文化財補助制度について 

 

一元化に調整の上、新市に移行する。 

 福知山市の制度を参考にして、文化財補助制度を定める。 

 

平成１４年１１月 ７日 

 

平成  年  月  日 

 

１８ 

５ 文化財に関すること ３ 遺跡等について 各町の台帳を一元化し、情報提供ができる体制を整備する。  

平成１４年１１月 ７日 

 

平成  年  月  日 

 

１９ 

６ 社会体育に関すること １ 社会体育事業について 

 

現行のまま、新市に継承する。 

 新市において「社会教育の推進の重点」を作成し、社会体育事業を実施する。 

 

平成１４年１１月 ７日 

 

平成  年  月  日 

 

２０ 

６ 社会体育に関すること ２ 体育協会について 

 ①体育協会の組織 

新市に移行後、調整する。 

 当面は、各町の独自の活動を保障する。ただし、体育協会の組織のあり方について各町の体

育協会代表者で検討を進める。 

 

平成１５年 ４月１０日 

 

平成  年  月  日 

 

２１ 

６ 社会体育に関すること ３ 青少年スポーツ教室 

 

現行のまま、新市に継承する。 

 新市において｢社会教育推進の重点｣を作成し、青少年スポーツの振興を図る。 

 次代を担う青少年のスポーツ活動の充実と競技力の向上を目指し、積極的に支援する。 

 

平成１５年 ４月１０日 

 

平成  年  月  日 

 

２２ 

７ 体育施設の取り扱いに関

すること 

１ 体育施設の設置状況 

 

 施設は全て新市に引き継ぎ、施設の使用料については施設の規模等を勘案して設定する。た

だし、運用の方法については検討する。 

なお、施設管理については、財団等への委託の方法も含めて検討する。 

 

平成１５年 １月１５日 

 

平成  年  月  日 

 

２３ 

７ 体育施設の取り扱いに関

すること 

２ 学校施設の開放 新市に移行後も住民に活動の場を保障するため、身近なスポーツ施設として学校施設の開放

を行う。 
ただし、使用料については一元化に調整のうえ、新市に移行し、運用の方法については検討

する。 

 

平成１５年 １月１５日 

 

平成  年  月  日 

      

      

      

      

      

 

以 下 余 白 



 
 協議第１１号 
 
 
 
 

２１－１６ 戸籍、住民登録事務の取扱い 
 
 
 

 上記のことについて、別紙のとおり協議する。 
 
 
 
 
 
平成１５年４月１８日提出 

 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 
会長 岡 六右衛門 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 ２１－１６ 戸籍、住民登録事務の取扱い 小委員会名 住民・福祉・教育小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

 

１ 

 

住民基本台帳事務 

 

住民基本台帳整備 

 

本庁、支所の事務処理体制を整備し新市に移行する。 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

２ 

  

原簿の保管（住民票原票） 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

３ 

  

電算処理方法 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

４ 

住民基本台帳ネットワークシ

ステム 

 

機器の導入方法 

現行のまま新市に移行し、リース機器については契約期間満了後に一元化に向けて調整す

る。  

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

５ 

  

既存住基システムとの回線接続方式 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

６ 

  

ＩＣカードの発行方法 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

７ 

 

印鑑登録事務 

 

電算システム 

 

本庁、支所の事務処理体制を整備し新市に移行する。 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

８ 

  

原簿の保管（印鑑登録原票） 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

９ 

 

窓口対応の方法 

 

窓口対応の方法 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

１０ 

  

昼休みの対応方法 

 

同 上 

  

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

１１ 

  

土、日、祝日、年末年始の対応 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

１２ 

 

戸籍事務 

 

戸籍の事務処理体制 

平成１５年度に戸籍事務の電算化を行い、届出の受理及び戸籍簿の編成事務等の効率化を図

るとともに、謄抄本の交付時間を短縮するなど住民サービスの向上に努めることとする。 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

１３ 

  

戸籍簿の保管状況 

 
電算システムに沿って、戸籍法に基づいた保管を行なう。 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

１４ 

  

戸籍簿 

 

現行のまま新市に移行する。 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

１５ 

  

証明 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

１６ 

  

除籍簿 

 

同 上 
 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

１７ 

  

錯誤又は遺漏 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

１８ 

  

届出 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

１９ 

  

届出の催告 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

２０ 

  

国籍の選択をしない者の通知 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

２１ 

 

戸籍事務 

 

戸籍事務の無料証明 

 

現行のまま新市に移行する。 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 ２１－１６ 戸籍、住民登録事務の取扱い 小委員会名 住民・福祉・教育小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

 

２２ 

 

外国人登録事務 

 

外国人登録証の調製依頼 

 

本庁、支所の事務処理体制を整備し新市に移行する。 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

２３ 

 

 

 

原票作製 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

２４ 

  

新規登録 

 

現行のまま新市に移行する。 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

２５ 

  

登録 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

２６ 

  

証明 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

２７ 

  

登録証明書の引替交付 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

２８ 

  

登録証明書の再交付 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

２９ 

  

居住地変更登録 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

３０ 

  

居住地以外の記載事項の変更登録 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

３１ 

 市町村又は都道府県の廃置分合等に伴

う変更登録 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

３２ 

 

 

 

登録証明書の切替交付 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

３３ 

  

登録証明書の返納 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

３４ 

  

署名 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

３５ 

  

事実の調査 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

３６ 

  

変更登録の報告 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

３７ 

  

特別永住許可 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

３８ 

  

外国人登録原票の記載事項 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

３９ 

  

家族事項の登録に関する特例 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

４０ 

  

在留の資格等の変更登録に関する特例

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

４１ 

 

犯罪者予防更生法に係る事務 

 

費用の徴収 

 

現行のまま新市に移行する。 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 ２１－１６ 戸籍、住民登録事務の取扱い 小委員会名 住民・福祉・教育小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

 

４２ 

 

犯罪人名簿 

 

台帳の保管方法 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

４３ 

 

破産者名簿 

 

台帳の保管方法 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

４４ 

 

成年後見 

 

通知書の保管方法 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

４５ 

 

引取者のない死体の交付 

 

引取者のない死体の交付 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

４６ 

 

死産の届出に関する事務 

 

死産の届出の受理 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

４７ 

 

 

 

母の不明な死産児の届出の受理 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

４８ 

 

人口動態 

 

人口動態調査 

 

同 上 

 

平成１４年７月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

４９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

窓口手数料 

 

窓口手数料 

 

 新市移行後は次のとおりとする。 

   埋火葬に関する証明及び印鑑登録証の交付に関する手数料は廃止とする。 

 区 分 及 び 種 類 金 額 

戸籍謄抄本 ４５０円／通 

除籍謄抄本 ７５０円／通 

戸籍記載事項証明 ３５０円／件 

除籍記載事項証明 ４５０円／件 

受理証明書 ３５０円／通 

受理証明書（上質紙を用いる場合） １，４００円／通 

①戸籍 

戸籍閲覧 ３５０円／件 

住民票写し（１世帯をもって１件） ２００円／件 

住民票記載事項証明 ２００円／通 

住民票閲覧 ２００円／件 

戸籍附票謄抄本 ２００円／通 

外国人登録原票写し ２００円／通 

外国人登録原票記載事項証明 ２００円／通 

②住民基本

台帳等 

身分又は身元に関する証明 ２００円／件 

印鑑登録証明書の交付 ２００円／枚 
③印鑑 

印鑑登録証の再交付 ５００円／件 

臨時運行許可申請 ７５０円／両 

公簿、公文書及び図面の閲覧 ２００円／件 

公簿、公文書及び図面の謄写 ２００円／件 
④その他 

その他の証明 ２００円／件  

 

平成１５年３月１１日 

 

平成  年  月  日 

 

 

      

 

 

以 下 余 白 



 
 協議第１２号 
 
 
 
 

１５ 公共的団体の取扱いに関すること 
 
 
 

 上記のことについて、別紙のとおり協議する。 
 
 
 
 
 
平成１５年４月１８日提出 

 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 
会長 岡 六右衛門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

追加提案 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 １５ 公共的団体の取扱いに関すること 小委員会名 総務・企画・議会小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

 

１ 

１ 公共的団体  公共的団体については、新市の一体性を確保するため、それぞれの実情を尊重しながら、統

合又は再編の調整に努めるものとする。 

① ６町に共通している団体は、できる限り合併時に統合し、活動できるよう調整に努める。

② ６町に共通している団体で、実情により合併時に統合できない団体は、合併後速やかに

統合又は再編できるよう調整に努める。 

③ その他の団体は、現行のとおりとする。 

 

平成１５年 ４月１５日 

 

平成  年  月  日 

 

 

     

 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

     

 

以  下  余  白 
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